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従来より, 車両周囲の所定角度に渡り, 例えば光
波,ミリ波などの送信波を照射し, その反射波を検出
することによって, 上記車両周囲の障害物を認識す
る車両用障害物認識装置が考えられている. この種
の装置としては, 例えば, 先行車などの障害物を検
出して警報を発生する装置や, 先行車と所定の車間
距離を保持するように車速を制御する装置などに
適用され, 先行車などの障害物を認識するものが考
えられている.
このような障害物認識においては, 上述した警報

発生や車速制御の対象として必要な先行車を適切
に認識することが求められ, 逆に言えば警報発生や
車速制御の対象として必要でない路側物などを誤
って先行車として認識しないようにすることが重
要である. そのため, 従来は, 路側物の性質として停
止物である点と, 自車線上には存在しないというこ
とに注目し, 路側物を先行車と区別して認識してい
た. つまり, 検出した障害物の相対位置の変化に基
づいて停止物であると判断し, さらに障害物の車幅
方向の位置に基づいて自車線上以外に存在するも
のであると判断できれば路側物の可能性が高いの
である.
しかしながら, 種々の状況の下では路側物と先行

車との区別が難しい状況が発生する. 例えば自車両
が直進路からカーブに入る際, 路側物としての道路
標識が前方の停止車両として検出されてしまう可
能性もある. また, 道路については, 上述したカーブ
のように車幅方向へ道路が変化している場合だけ
でなく, 坂路のように高さ方向へ変化している場合
もある. したがって, 例えば下り坂の手前あるいは
上り坂の出口付近を自車が走行している場合には,
平坦路では検出しなかった上方の看板や標識を自
車の正面に検出してしまう. また, 上り坂の手前あ
るいは下り坂の出口付近を自車が走行している場
合には, 道路そのもの, あるいは道路上の白線等, さ
らにはいわゆるキャッツアイのような道路上の設
置物が正面に存在する状況が生じる. つまり, 従来
装置は, 車幅方向の所定角度に渡って送信波を照射
するだけの構成であり, 高さ方向については先行車
を捉えるため所定高さに固定してあるため, 本来な
らば上方の標識や道路上の白線等は認識対象外で
あるが, 上述した坂路の出入口という状況では認識
対象となってしまうのである.
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このような状況においては, 道路や白線等が常に
車両から前方の一定距離に存在するように見える
ため, 前方の走行車両として検出されてしまう可能
性がある. また, 上方の標識やキャッツアイのよう
な道路上の設置物は, 前方の停止車両として検出さ
れてしまう可能性がある. つまり, 車幅方向の所定
角度に渡って送信波を照射するという１次元走査
によって障害物を車幅方向と車長方向（車両の前
後方向）の相対位置という２次元的に認識する手
法における本質的な限界である.
そこで, 本発明は, 障害物を３次元的に認識する

タイプの車両用障害物認識装置を前提とし, その高
さ方向にも認識できる点を利用して, 車両ではない
障害物を的確に区別して認識可能な障害物認識装
置を提供することを目的としてなされた.

特許請求の範囲

車幅方向及び高さ方向それぞれの所定角度範囲
内に渡り送信波を照射し, その反射波に基づいて反
射物体までの距離と前記車幅方向及び高さ方向の
２方向の角度とを検出するレーダ手段と, 該レーダ
手段による検出結果である距離及び前記２方向の
角度に基づき, 車両周囲の障害物を認識する認識手
段と, を備えた車両用障害物認識装置であって, 前
記認識手段は, 前記レーダ手段による検出結果であ
る距離及び前記２方向の角度に基づき, 少なくとも
前記障害物の高さ方向の位置を検出する障害物高
さ検出手段と, 該障害物高さ検出手段によって検出
された高さ方向位置が, 通常の車両ではとり得ない
領域に所定時間内に少なくとも一度でも存在した
場合には, 当該障害物は車両ではないと判断する,
高さを判断基準とした非車両判断手段とを備えて
いることを特徴とする車両用障害物認識装置.

本発明の具体的実施例

次に, 本発明が適用された車両制御装置１につい
て, 図面と共に説明する. この車両制御装置１は, 自
動車に搭載され, 警報すべき領域に障害物が所定の
状況で存在する場合に警報を出力したり, 先行車に
合わせて車速を制御したりする装置である.
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図１は, そのシステムブロック図である. 車両制
御装置１はコンピュータ３を中心に構成されてい
る. コンピュータ３はマイクロコンピュータを主な
構成として入出力インターフェース(I/O)および各
種の駆動回路や検出回路を備えている. これらのハ
ード構成は一般的なものであるので詳細な説明は
省略する.
コンピュータ３は, 先行車用障害物検出装置とし

ての距離・２方位測定器５, 車速センサ７, ブレー
キスイッチ９, スロットル開度センサ11から各々所
定の検出データを入力している. ここで, 距離・２
方位測定器５は, 送受信部31および距離・角度演算
部33を備え, 送受信部31からは所定の光軸(中心軸)
を中心にして先行車前方へレーザ光を車幅方向及
び高さ方向それぞれの所定角度の範囲で不連続に
掃引照射(スキャン)して出力し, かつ反射光を検出
すると共に, 距離・角度演算部33にて反射光を捉え
るまでの時間に基づき, 前方の物体までの距離ｒを
検出する装置である. このようにレーザ光を２次元
的に走査するのであるが, その走査パターンを図２
を参照して説明する. なお, 図２において, 出射され
たレーザビームのパターン82は測定エリア81内の
右端と左端に出射された場合のみを示しており, 途
中は省略している. また, 出射レーザビームパター
ン82は, 図２では一例として略円形のものを示して
いるが, この形に限られるものではなく楕円形, 長
方形等でもよい. さらに, レーザ光を用いるものの
他に, マイクロ波等の電波や超音波等を用いるもの
であってもよい. また, スキャン方式にこだわる必
要はなく, 距離以外に２方位を測定できる方式であ
ればよい.
図２に示すように, 測定エリアの中心方向をＺ軸

としたとき, これに垂直なＸＹ平面内の所定エリア

を順次走査する. 本実施形態では, 高さ方向である
Ｙ軸を基準方向, 車幅方向であるＸ軸を走査方向と
し, スキャンエリアは, Ｘ軸方向には0.15deg×105
点＝16degであり,Ｙ軸方向には0.7deg×６ライン＝
4degである. また, スキャン方向はＸ軸方向につい
ては図２において左から右へ, Ｙ軸方向については
図２において上から下へである. 具体的には, まず
Ｙ軸方向に見た最上部に位置する第１走査ライン
についてＸ軸方向にスキャンする. これで１走査ラ
イン分の検出がなされるので, 次に, Ｙ軸方向に見
た次の位置にある第２走査ラインにおいても同様
にＸ軸方向にスキャンする. このようにして第６走
査ラインまで同様のスキャンを繰り返す. したがっ
て, 左上から右下に向かって順に走査がされ, 105
点×６ライン＝630点分のデータが得られることと
なる. ここで, 第４走査ラインが水平であるとする.
そして, 距離・角度演算部33で得られるデータは,
走査方向を示すスキャン角度θｘ，θｙと測距され
た距離ｒとで構成されることとなる. なお, 二つの
スキャン角度θｘ，θｙは, それぞれ出射されたレー
ザビームとXZ平面との角度を縦スキャン角θｙ, 出
射されたレーザビームをXZ平面に投影した線とＺ
軸との角度を横スキャン角θｘと定義する.
またコンピュータ３は, 警報音発生器13, 距離表

示器15, セ ンサ異常表示器17, ブレーキ駆動器19, ス
ロットル駆動器21および自動変速機制御器23に所
定の駆動信号を出力している.
さらにコンピュータ３は, 警報音量を設定する警

報音量設定器24, 後述の警報判定処理における感度
を設定する警報感度設定器25, クルーズコントロー
ルスイッチ26, 図示しないステアリングホイールの
操作量を検出するステアリングセンサ27およびヨ
ーレートセンサ28を備えている. またコンピュータ
３は, 電源スイッチ29を備え, その「オン」により,
所定の処理を開始する.
コンピュータ３は, このように構成されているこ

とにより, 障害物が所定の警報領域に所定時間存在
した場合等に警報する警報判定処理を実施してい
る. 障害物としては, 自車の前方を走行する前車や
または停止している前車あるいは路側にある物体
(ガードレールや支柱物体等)等が該当する. また,
コンピュータ３は, ブレーキ駆動器19, スロットル
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た, 物体認識ブロック43では,上記物体の中心位置の
時間的な変化に基づいて, 自車位置を基準とする障
害物の相対速度(Vｘ, Vｙ,Vｚ)が求められる.
また, ステアリングセンサ27からの信号に基づい

て操舵角演算ブロック49にて操舵角が求められ, ヨ
ーレートセンサ28からの信号に基づいてヨーレー
ト演算ブロック51にてヨーレートが演算される.
カーブ半径(曲率半径)算出ブロック63では, 車速

演算ブロック47からの車速と操舵角演算ブロック
49からの操舵角とヨーレート演算ブロック51から
のヨーレートとに基づいて, 自車走行路のカーブ半
径(曲率半径)Ｒを算出する. 先行車判定ブロック53
では, このカーブ半径Ｒおよび物体認識ブロック43
にて求められた認識種別, 中心位置座標(X, Y, Z), 物
体の大きさ(W, D, H), 相対速度(Vｘ,Vｙ,Vｚ)から先
行車が選択されて, その距離Zおよび相対速度Vｚが
求められる. この先行車との距離Zおよび相対速度Vｚ,
自車速Vｎ, クルーズコントロールスイッチ26の設
定状態およびブレーキスイッチ９の踏み込み状態
に基づいて, 車間制御部及び警報判定部ブロック55
にて, ブレーキ駆動器19, スロットル駆動器21およ
び自動変速機制御器23に, 先行車との車間距離を調
整するための信号を出力するとともに, 距離表示器
15に対して必要な表示信号を出力して, 状況をドラ
イバに告知している.
また, 車間制御部及び警報判定部ブロック55が,

自車速, 前車相対速度, 前車加速度, 物体中心位置,
物体幅, 認識種別, ブレーキスイッチ９の出力, スロ
ットル開度センサ11からの開度および警報感度設
定器25による感度設定値に基づいて, 警報判定なら
ば警報するか否かを判定し, クルーズ判定ならば車
速制御の内容を決定する. その結果を, 警報が必要
ならば, 警報発生信号を警報音発生器13に出力する.
また, クルーズ判定ならば, 自動変速機制御器23, ブ
レーキ駆動器19およびスロットル駆動器21に制御
信号を出力して, 必要な制御を実施する.
次に, 以上のように構成される車両制御装置１に

おいて実行される障害物認識にかかる動作につい
て説明する.
その障害物認識の全体の処理の概要は, 図４に示

すように, まず, 物体認識を行い(Ｓ10), 続いて先行
車判定を行い(Ｓ20), 最後に路側物除外を行って(Ｓ
30), 本処理を終了する. なお, ここでの障害物認識

駆動器21および自動変速機制御器23に駆動信号を
出力することにより,前車の状況に合わせて車速を
制御する, いわゆるクルーズ制御も同時に実施して
いる.
図３はコンピュータ３の制御ブロック図を示し

ている. 距離・２方位測定器５の距離・角度演算部
33から出力された距離ｒと２方位のスキャン角度
θｘ, θｙとのデータは, 極座標－直交座標間の座標
変換ブロック41により自車を原点(0,0,0)とするXYZ
直交座標に変換される. センサ異常検出ブロック44
により, この変換結果の値が異常な範囲を示してい
れば,センサ異常表示器17にその旨の表示がなされる.
また, 座標変換ブロック41にて変換されたXYZ直

交座標データは, 物体認識ブロック43に出力され,
その物体認識ブロック43において認識種別, 物体の
中心位置座標(X, Y, Z), 物体の大きさ(W, D, H), 物
体の形状情報が求められる. なお, 認識種別とは自
車速Vと下記の相対速度に基づいて停止物体である
か移動物体であるかを認識するものである. 物体の
中心位置に基づいて走行に影響する物体が選択さ
れ, その距離が距離表示器15により表示される. ま
た, 大きさを示す(W, D, H)は, 物体を内包する最小
の直方体の各辺の長さであり, それぞれ(横幅，奥
行き，高さ)である. そして, 物体の形状は上述の大
きさ(W, D, H)によっても示すことができるが, それ
以外で形状を示すのに有効なデータを形状情報と
する. 本実施形態では物体のXY平面上における上端
幅Ｗｕおよび下端幅Ｗｄをその形状情報とする. ま
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り, 障害物が自車線上に存在する確率に基づいて先
行車とみなされても, 道路標識や陸橋, 道路そのも
のあるいは道路上の白線, さらにはいわゆるキャッ
ツアイのような道路上の設置物が自車線上に存在
する状況は生じる. したがって, このＳ30での路側
物除外処理では, このような路側物が非先行車であ
ることを的確に把握し, 先行車の対象から除外する
処理を行なう.
具体的な路側物除外処理については, 図５～図７

のフローチャートを参照して説明する.
図５に示すように, 路側物除外ルーチンは, Ｓ100

にて路側物除外ルーチンその１を実行し, その後に
Ｓ200にて路側物除外ルーチンその２を実行する.
まず, Ｓ100の「路側物除外ルーチンその１」の

処理内容について図６のフローチャートを参照し
て説明する.
図６の最初のステップＳ110においては, 停止物

であるか否かを判断する. そして, 停止物でない, つ
まり移動物であると判断された場合には(Ｓ110：
NO), Ｓ120以降の処理を実行することなく本ルー
チンを終了する. 上述したように, 本実施形態にお
ける路側物除外処理は, 先行車判定(図４のＳ20)に
おいて先行車であると一応判定された場合であっ
ても, 路側物が誤って先行車であると判定されてし
まっていることを考慮し, 路側物が非先行車である
ことを的確に把握して先行車の対象から除外する
ことを目的としている. そして, 路側物が誤って先
行車であると判定されるのは, 停止物が先行車とし
て判定された場合がほとんどであることを鑑み, ま
ず, 最初に停止物であるかどうかを判断し, 停止物
であれば(Ｓ110：YES)Ｓ120以降の実質的な路側物

は, 車間距離制御を実行する場合に制御対象となる
先行車の認識を行なうこととする. 続いて, これら
Ｓ10～Ｓ30での詳しい処理内容について説明する.
［Ｓ10の物体認識処理］
まず測距処理がなされ, この測距データに基づい

て物体認識が行われる. 測距処理は距離・２方位測
定器５にて実行されるのであるが, 上述したように,
図２に示すＸＹ平面内の所定エリアを順次走査す
る . 本実施形態では , 横方向 (Ｘ軸方向)には
0.15deg×105点＝16deg, 縦方向(Ｙ軸方向)には
0.7deg×６ライン＝４degをスキャンエリアとする.
また, スキャン方向は横方向には左から右へ, 縦方
向には上から下へである. したがって, 左上から右
下に向かって順に走査がされ, １ラインにつき105
点が６ライン分で計630点分のデータが最大得られ
ることとなる.
そして, 距離・２方位測定器５の距離・角度演算

部33で得られるデータは, 走査方向を示すスキャン
角度θｘ，θｙと測距された距離ｒとで構成される
こととなるため, 極座標－直交座標間の座標変換ブ
ロック41により自車を原点(0,0,0)とするXYZ直交座
標に変換され, 物体認識ブロック43に出力されるこ
ととなる.
物体認識ブロック43では, このXYZ直交座標デー

タに基づいて, 前方の物体の認識種別(移動物又は
停止物), 中心位置座標(X,Y,Z), 物体の大きさ
(W,D,H), 物体の形状に関する情報, 自車位置を基準
とする障害物の相対速度(Vｘ,Vｙ,Vｚ)を求める. 障
害物の相対速度(Vｘ,Vｙ,Vｚ)は上記物体の中心位置
(X,Y,Z)の時間的な変化に基づいて求める. 認識種別
は, 例えば, 自車が走行しているにもかかわらず物
体の相対位置がほとんど移動していない場合は移
動物と認識できる. また, 次第に遠ざかる物体も移
動物と認識できる. また, 物体の相対位置が自車に
対して自車車速と同じ速度(絶対値)で近づく場合
は停止物と認識できる. 認識種別は, 車速センサ７
からの検出値に基づいて車速演算ブロック47から
出力される車速Ｖと上記相対速度とから判断され
る.
［Ｓ20の先行車判定処理］
この先行車判定においては, まず自車の走行路の

カーブ半径を検出する. この検出は, カーブ半径演
算ブロック63が演算したカーブ半径Ｒを読み込ん
でなされる. 次に, そのカーブ半径Ｒに基づいて, 上
記障害物が自車と同一車線上に存在する確率を算
出する. Ｓ10での物体認識処理で求まった各障害物
のXZ平面上の位置と上記カーブ半径Ｒに基づき, そ
の各障害物が自車線上に存在する確率を個々に算
出する. そして, その算出された確率に基づき車間距
離制御をすべき先行車としての障害物を選択する.
［Ｓ30の路側物除外処理］
上記Ｓ20での先行車判定において先行車である

と一応判定された場合であっても, 路側物が誤って
先行車であると判定されてしまう場合もある. つま 【図5】
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内にしか高さがない場合には(Ｓ180：NO，Ｓ
190：NO), 本処理を終了する.
次に, 図５のＳ300の「路側物除外ルーチンその

２」の処理内容について図７のフローチャートを
参照して説明する.
図７の最初のステップＳ310においては, 停止物

であるか否かを判断する. そして, 停止物でない, つ
まり移動物であると判断された場合には(Ｓ310：
NO), Ｓ320以降の処理を実行することなく本ルー
チンを終了する. この点については, 上述した図４
の路側物除外ルーチンその１の場合と同様の理由
である. つまり, 最初に停止物であるかどうかを判
断し, 停止物であれば(Ｓ310：YES)Ｓ320以降の実
質的な路側物除外を行なうが, 移動物であれば(Ｓ
310：NO)あえてＳ320以降の実質的な路側物除外
は実行しない. また, こうすることで, 走行中の先行
車を誤って非先行車とすることがなくなる.
続いて, Ｓ310にて停止物であると判断されて移

行するＳ320からの説明を行なう. Ｓ320では, 物体
のXY平面上における上端の横幅(上端幅Ｗｕ)と下端
の横幅(下端幅Ｗｄ)の比(Ｗｕ/Ｗｄ)が３よりも大き
いかどうかを判断する. また, Ｓ320にて否定判断さ
れて移行するＳ330では, 物体の高さ(Ｈ)と横幅(Ｗ)
の比(Ｈ/Ｗ)である縦横比が３よりも大きいかどう
かを判断する. さらに, Ｓ330にて否定判断されて移
行するＳ340では, 横幅Ｗが3.5ｍよりも大きいかど
うかを判断する.
そして, Ｓ320，Ｓ330，Ｓ340のいずれかにおい

て肯定判断された場合には, Ｓ350へ移行し,判断対
象の物体が図４のＳ20にて先行車であるとされて
いたかどうかを判断する. そして, 先行車であると
されていた場合には(Ｓ350：YES), それを非先行車
であると訂正し(Ｓ360), 本ルーチンを終了する.

除外を行なうが, 移動物であれば(Ｓ110：NO)あえ
てＳ120以降の実質的な路側物除外は実行しないの
である. また, こうすることで, 坂路の出入口などに
おいて移動物である走行車両を非車両と判断する
おそれがなくなる.
続いて, Ｓ110にて停止物であると判断されて移

行するＳ120からの説明を行なう. Ｓ120では, 物体
の中心の高さが4.0ｍよりも大きいかどうかを判断
し, Ｓ120にて否定判断されて移行するＳ130では,
物体の中心の高さがほぼ０ｍであるかどうかを判
断する. そして,Ｓ120，Ｓ130のいずれかにおいて肯
定判断された場合には, Ｓ200へ移行し, 判断対象の
物体が図４のＳ20にて先行車であるとされていた
かどうかを判断する. そして, 先行車であるとされ
ていた場合には（Ｓ200：YES）, それを非先行車
であると訂正し(Ｓ210), 本ルーチンを終了する.
Ｓ120，Ｓ130での判断対象となる物体中心の高

さは, 図３の物体認識ブロック43にて求められた中
心位置座標(X,Y,Z)に基づいて得られる. そして, 物
体の中心の高さが4.0ｍより大きいかあるいはほぼ
０ｍである場合に非先行車とするのは, 通常の車両
においてはこの領域に物体中心が存在することは
ないと考えられるからである. つまり, 現状では大
型のトラックやセミトレーラの車高が約3.8ｍであ
り, また車体部分の下端は地上から数cm以上離間
しているため, 上述した4.0ｍより高い領域とほぼ０
ｍとなる領域において認識される障害物は先行車
でないと判断できる.
一方, 物体の中心の高さが4.0ｍ以下であり(Ｓ

120：NO), 物体の中心の高さがほぼ０ｍという条
件を満たさない場合には(Ｓ130：NO), 一応,高さ方
向位置を基準として考えた場合に車両が存在する
可能性のある領域となる. しかし, 本実施形態では
そのことだけで処理を終了して先行車であるとは
せず, 過去に認識した同一物体の高さ情報も参照す
る. つまり, １秒前から検出していた場合には(Ｓ
140：YES), Ｓ150，Ｓ160において, 上記Ｓ110，Ｓ
120での処理と同様に, 物体の中心の高さが4.0ｍよ
りも大きいかどうか(Ｓ150), 物体の中心の高さが
ほぼ０ｍであるかどうか(Ｓ160)をそれぞれ判断す
る. そして, Ｓ150，Ｓ160のいずれかにおいて肯定
判断された場合には, やはりＳ200, Ｓ210の処理を
実行する. つまり, 判断対象の物体が先行車である
とされていた場合には(Ｓ200：YES), それを非先行
車であると訂正するのである(Ｓ210).
そして, 本実施形態では,さらに２秒前に認識した
同一物体の高さ情報も参照する. つまり,１秒前にお
いても, 物体の中心の高さが4.0ｍ以下であり(Ｓ
150：NO), 物体の中心の高さがほぼ０ｍという条
件を満たさない場合であっても(Ｓ160：NO), さら
に, Ｓ170～Ｓ190において, 上述した１秒前の物体
中心高さに基づくＳ140～Ｓ160と同様の処理を行
なう. なお, ２秒前に認識した物体の中心の高さで
あってもやはり車両が存在する可能性のある領域

【図7】
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なお, 図８,９に示した一般的な道路標識のタイプ
を考慮すると, 上記(ａ)および(ｂ)の基準がいずれ
も該当する場合と, いずれか一方が該当する場合が
考えられる. したがって, 本実施形態のようにこれ
ら二つの基準によっていずれか一方でも該当する
場合には非先行車とすることが有効である. 例えば,
図９(ｅ), (ｆ)に示すような「Ｔ型」の場合には縦
横比(Ｈ/Ｗ)が１に近いが, この場合には上下端幅
の比(Ｗｕ/Ｗｄ)で見れば３よりも大きいため, 非先
行車であることが適切に判断できる.
このように, 図８,９に示した一般的な道路標識に

ついては, Ｓ320およびＳ330での判断結果に基づけ
ば非先行車であることが適切に判断できるが, 本実
施形態においては, さらにＳ340の判断を行ってい
る. つまり，横幅Ｗが3.5ｍよりも大きい場合に非先
行車とするのは次の理由からである.
例えば図10には少し特殊な標識の設置方式とし

て, (ａ), (ｂ)に示すような門型式(オーバーヘッド
式), あるいは(ｃ)に示すような添架式がある. 門型
式(オーバーヘッド式)の場合には, 車道部を挟んで
両側の歩道部に支柱を設け, それらの間の梁状部分
に標識を設けている. また, 添架式の場合, 例えば
(ｃ)に示すように横断歩道橋のような陸橋の側面
に標識を配置している. このような場合には, 縦横
比(Ｈ/Ｗ)が１以下になる. また上下端幅の比(Ｗｕ/
Ｗｄ)の場合にも, どの部分が下端幅であるかの特定

上述したＳ320，Ｓ330，Ｓ340は, 通常の車両に
おいては存在しない形状であるかどうかを判断して
いるのであるが, それぞれの判断の目的を説明する.
まず, Ｓ320にて物体の上端幅Ｗｕと下端幅Ｗｄの

比(Ｗｕ/Ｗｄ)が３よりも大きい場合に非先行車とす
るのは次の理由からである. 例えば図８に示すよう
な路側式設置方式の道路標識あるいは図９に示す
ような片持式(オーバーハング式)設置方式の道路
標識においては, 支柱の上端などに標識部分が設け
られていることが多く, 上下端幅の比(Ｗｕ/Ｗｄ)が
３よりも大きくなることがほとんどである. そして,
逆に通常の車両の上下端幅ではありえない値とな
る. このように, 上下端幅の比(Ｗｕ/Ｗｄ)に着目すれ
ば, 上端幅と下端幅の差があまりない通常の車両の
形状と, 道路標識のようないわゆる「頭でっかち」
の形状のものとは明確に区別が付く.
次に, Ｓ330にて, 物体の高さ(Ｈ)と横幅(Ｗ)の比

である縦横比(Ｈ/Ｗ)が３よりも大きい場合に非先
行車とするのは次の理由からである. 例えば図８,９
に示した道路標識の標識部分はその役割などから
地上2.0ｍ, あるいは3.0ｍよりも大きいといった比
較的上方に存在することが多い. 但し, その横幅は
あまり大きくないことが多く, その場合には高さと
幅の比（Ｈ/Ｗ）である縦横比が３よりも大きくな
る. また, 例えば図９(ａ), (ｂ)に示すような「逆Ｌ
型」あるいは図９(ｃ)に示すような「Ｆ型」にあ
っては, 車道部にせりだした標識部分は車道を走行
する車両の妨げにならないように, 地上から５ｍと
いうような比較的上方に存在することが多い. した
がって, 標識の横幅がたとえ1.0ｍあっても縦横比
(Ｈ/Ｗ)は５となり, ３よりも大きくなる. そして,
逆に通常の車両の縦横比ではありえない値となる.
このように縦横比(Ｈ/Ｗ)に着目しても車両以外で
あることを区別できる.

【図8】
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処理を実行した後, さらに図７に示す路側物除外ル
ーチンその２を実行することで, 今度は形状を基準
とした非先行車の除外を行なう. このように, 高さ
を基準とした除外だけでなく, 形状を基準とした除
外も実行しているので, より適切な非先行車の認定
及びその除外が実現できる.
なお, 本実施形態においては, 距離・２方位測定

器５が「レーダ手段」に相当し, コンピュータ３を
構成する座標変換ブロック41, 物体認識ブロック43,
先行車判定ブロック53および車間制御部及び警報
判定部ブロック55が「認識手段」に相当する. 但し,
その内の座標変換ブロック41および物体認識ブロ
ック42が「障害物高さ検出手段」,「物体形状検出
手段」および「停止物か移動物かを判断する判断
手段」に相当する. また, 車間制御部および警報判
定部ブロック55が「高さを基準とした非先行車判
断手段」,「形状を基準とした非先行車判断手段」
に相当する.

が難しく, 結果的にＳ320，Ｓ330にていずれも否定
判断される可能性がある. さらには, 図９(ｅ),(ｆ)
に示すような「Ｔ型」の場合に, 上方の梁状部分だ
けを物体として認識してしまうとやはり上述した
二つの条件では除外できない.
そこで, Ｓ340にて横幅の閾値との比較を行なう

ことで, 物体形状の最大幅が通常の車両においては
存在しない値である場合に先行車ではないと判断
するのである. 例えば上述した図10(ａ), (ｂ)に示す
ような門型式, あるいは(ｃ)に示すような添架式の
場合, 最大幅Ｗは通常１車線以上の横幅を有するこ
とになり, 当然3.5ｍよりは大きい. したがって, 通常
１車線以上の横幅を有する点に着目し, 物体形状の
最大幅が通常の車両においては存在しない値の場
合には先行車ではないと判断するのである. このよ
うにすれば, さらに適切な認識が実現される.
以上説明したように, 本実施形態の車両制御装置

１では, その障害物認識処理において自車線上に障
害物があるかどうかを主な基準として先行車判定
を行い(図４のＳ20), その後に, 路側物除外処理(図
４のＳ30)を行なう. この際に, 図６に示す路側物除
外ルーチンその１では,「高さ方向位置が通常の車
両ではとり得ない領域にある」ことを条件に非先
行車であるとしている. 但し, 例えば下り坂の手前
あるいは上り坂の出口付近を自車が走行している
場合には,平坦路では検出しなかった上方の看板や
標識を自車の正面に検出してしまう. 本来ならば上
述した排除条件の具体例である「4.0ｍより高い領
域」に存在する看板や標識等が誤って認識される
可能性がある. 坂路の状況に加えてさらに前方がカ
ーブしている状況では, なお一層「4.0ｍより高い領
域」に存在する看板や標識等が誤って認識される
可能性がある. また, 上り坂の手前あるいは下り坂
の出口付近を自車が走行している場合には, 道路そ
のものあるいは道路上の白線等, さらにはいわゆる
キャッツアイのような道路上の設置物が正面に存
在する状況が生じる.
このような誤認識を回避するための工夫として,

上述したように, １秒前, あるいは２秒前の高さ方
向位置までを参照して, 結果的には２秒前から現在
迄において通常の車両ではとり得ない領域に所定
時間内に少なくとも一度でも存在した場合に先行
車ではないと判断している.
このように, 障害物を車幅方向と車長方向(車両

の前後方向)の相対位置という２次元的に認識する
従来手法では, その２次元的な認識による本質的な
限界のため, 上述した状況での非先行車を区別して
認識することができなかったが, 本車両用障害物認
識装置によれば, 障害物をその高さ方向にも認識で
きる点を利用し, さらに瞬時値だけに基づくのでは
なく所定期間内の認識状況にも基づくことで, 先行
車でない障害物を的確に区別して認識することが
できるのである.
そして, このような高さを基準とした路側物除外
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